
第９６回 姫路市農業委員会総会議事録 

 

開催日時  令和７年５月２３日（金） 午後１時３０分から午後３時 

開催場所  姫路市役所 本館１０階 第３会議室 

 

農業委員の出欠状況及び署名委員 

議席番号 氏  名 出 欠 署名委員 備  考 

１ 後 藤 明 彦 出席   

２ 小 林   隆 欠席   

３ 森 下 光 春 出席   

４ 大 西 正 紀 出席   

５ 岡 本 富 博 出席   

６ 船 引 政 則 出席   

７ 嘉ノ海 敏 明 出席   

８ 青 田 俊 則 出席   

９ 沼 田  雄 出席 ○  

10 嶋 田 秀 文 出席 ○  

11 飯 塚 祐 樹 欠席   

12 竹 内 己 良 出席   

13 橋 本 静 枝 出席   

14 小 林 弘 行 出席   

15  田 勝 博 欠席   

16 竹 内 光 明 出席   

17 福 永 信 幸 出席  会長職務代理者 

18 青 田   誠 出席  会長職務代理者 

19 田 靡 仁 志 欠席  会長 

 

その他の出席者   ０名 

   

農業委員会事務局職員  ４名 

 



議事内容 

議案第１号  農地確認及び非農地確認について 

議案第２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号  農地等の権利移動にかかる買受適格証明について 

議案第４号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第６号  農地等の転用のための権利移動にかかる買受適格証明について 

報告第１号  農地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査について 

報告第２号  農地法第４条の規定による届出の専決について 

報告第３号  農地法第５条の規定による届出の専決について 

報告第４号  合意による解約等の通知について 

報告第５号  転用許可（一時転用）に係る事業の完了について 

報告第６号  農業経営改善計画（認定農業者）の認定について 

 

 （令和７年５月２３日 午後１時３０分） 

 

議  長 定刻となりましたので、只今から、第９６回総会を開催致します。 

 

【 議 長 挨 拶 】 

 

現在の出席者数は、農業委員１９名中１５名の出席で過半数に達しており、会

議は成立しております。 

なお、小林隆委員、飯塚祐樹委員、 田勝博委員、田靡仁志会長から欠席の連

絡を頂いております。 

 それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を議長より指名さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 異議なしの声を得ましたので、本日の議事録署名委員を沼田 雄委員と嶋田秀

文委員にお願いいたします。 

 それでは、これより議案審議に入ります。いずれも慎重審議をよろしくお願い

します。 

 議案第１号「農地確認及び非農地確認」について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局 議案第１号（Ｐ１～Ｐ２）を説明する。 

〔農地確認及び非農地確認について〕 

 

この度は、非農地確認の申請が１２件提出されております。 

１番です。 

的形町的形の田□□□□につきまして、「平成１６年以前から住宅が建ってお

り、その住宅の庭となっていたが、１５年前にその住宅を取り壊し、現在は更地

となっている」との申請です。 

２番です。 

飾磨区下野田二丁目の畑□□□□につきまして、「平成１６年以前から住宅敷

地として利用していた」との申請です。 

３番と４番です。 



実法寺の田４筆□□□□につきまして、「平成１２年以前より通用路として利

用している」との申請です。 

５番です。 

林田町山田の畑□□□□につきまして、「昭和４５年頃から住宅として利用し

ている」との申請です。 

６番と７番です。 

安富町皆河の畑２筆□□□□□につきまして、「平成１０年以前より住宅敷地

の一部となっている」との申請です。 

８番です。 

夢前町菅生澗の田□□□□につきまして、「昭和５７年頃から水路として利用

している」との申請です。 

９番です。 

夢前町神種の田□□□□につきまして、「平成５年以前より住宅敷地の一部と

なっている」との申請です。 

１０番です。 

花田町小川の田２筆□□□□□につきまして、「平成１６年以前より、倉庫兼

作業所兼事務所敷地として利用している」との申請です。 

１１番です。 

飾東町佐良和の田２筆□□□□につきまして、「平成１０年以前より住宅敷

地、公衆用道路として利用されている」との申請です。 

１２番です。 

飾東町八重畑の田２筆□□□□□につきまして、「平成１２年以前より、露天

駐車場として利用している」との申請です。 

現況は、いずれも申請どおりの内容となっており、各担当委員から「適当であ

る」との意見を頂いております。 

各地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりません。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございます。 

只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問、その他補足事項はございませ

んか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、承認とすることでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認と致します。 

 次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事 務 局 〔農地法第３条の規定による許可申請について〕 

議案第２号（Ｐ３～Ｐ６）を説明する。 

 

農地法第３条の規定による許可申請について、この度は、２２件の申請が提出

されております。参考資料もあわせてご覧ください。 

所有権の移転が１８件、使用貸借権の設定が４件となっており、１０番から１

２番が市街化区域の案件である外は、いずれも調整区域または都市計画区域外の

案件です。申請地は、２１番と２２番が貸付地である外はいずれも譲渡人・貸人

の「自作地」で、譲受人・借人は、６番が農地所有適格法人である外は、いずれ

も「個人」となっております。「農地取得後の全部耕作・常時従事」につきまし

ては、いずれの案件も申請地等に無断転用地等は確認されておらず、申請地の耕



作に必要な農機具及び従事者等を確保されております。「通作距離」につきまし

ては、２番、３番が３０㎞以内である外は、いずれも１５km以内となっておりま

す。「周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響及び措置」につきましては、い

ずれの案件も「周辺の農業と同様の農業を行うので、特に影響はない」ものとの

申請となっております。 

それでは、案件毎に申請の概要をご説明いたします。 

１番から１０番につきましては、現在耕作面積が０㎡の新規農家の方の案件で

す。いずれも営農計画書が添付されております。 

１番と２番です。 

綿町の□□□□□□が、勝原区下太田の田２筆□□□□□□□及び林田町大堤

の田３筆□□□□□□□につきまして、□□□□□□□□から「購入したい」と

の所有権移転の申請です。申請地の一部がすでに農作業場となっておりますが、

このことについて同時に則２９条確認願が提出されております。作付作物は「山

椒」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、中南部地区及び北西部地区農政協議会では「新規農家の聞き取

り調査は必要」との意見となっております。 

３番です。 

林田町大堤の田２筆□□□□□□□につきまして、城東町の□□□□□が、□

□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付作物は「水

稲」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「営農

実績があるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっておりま

す。 

４番です。 

打越の田□□□□につきまして、打越の□□□□□が、□□□□□□から「贈

与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付作物は「生姜等」となっており

ます。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□とのことです。 

なおこの案件、北西部地区農政協議会では「新規農家の聞き取り調査は必要」

との意見となっております。 

５番です。 

夢前町前之庄の畑□□□□につきまして、夢前町前之庄の□□□□□□が、□

□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露

地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□

□□□□□□□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「面積

が小さく、営農実績があるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見

となっております。 

６番です。 

夢前町新庄の田□□□□□□につきまして、夢前町新庄の農地所有適格法人の

要件を満たす□□□□□□□□が、□□□□□□□□□□□□□□から「借り受

けたい」との使用貸借権設定の申請です。作付作物は「牧草」となっておりま

す。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことで

す。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「営農



実績があるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっておりま

す。 

７番です。 

香寺町恒屋の田２筆□□□□□につきまして、香寺町恒屋の□□□□□□□□

□□が、□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物

は「露地野菜、果樹」となっております。農業を始めることとなった動機としま

しては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会では「農業

経験もあり、事前に面談を行って営農意欲を確認済であるため、新規農家の聞き

取り調査は必要なし」との意見となっております。 

８番です。 

香寺町香呂の田、畑３筆□□□□□□□□につきまして、香寺町香呂の□□□

□□□が、□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作

付作物は「露地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としま

しては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会では「営農

実績があるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっておりま

す。 

９番です。 

香寺町矢田部の田□□□□につきまして、香寺町中屋の□□□□□□□が、□

□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露地野

菜」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会では「畑で

面積も小さく営農意欲もあるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意

見となっております。 

１０番です。 

四郷町見野の田２筆□□□□□□□につきまして、花田町加納原田の□□□□

□□□□□が、□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作

付作物は「露地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としま

しては、□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、北東部地区農政協議会では「新規農家の聞き取り調査は必要」

との意見となっております。 

１１番以降につきましては、既に耕作面積がある方の案件です。 

１１番と１２番です。 

飾磨区中島の□□□□□□□と□□□□□□□から、飾磨区中島の田２筆□□

□□□と田□□□□につきまして、「持分交換し単独所有にしたい」との所有権

移転の申請です。許可後の耕作面積に変動はありません。作付作物は「イチジ

ク、マンゴ、金柑、ライチ」となっております。 

１３番と１４番です。 

尼崎市の□□□□□□が、書写の田２筆□□□□□□□につきまして、□□□

□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。譲受人の住所は尼

崎市ですが、実法寺を拠点として営農するとのことで、営農計画書が添付されて

おります。この件許可されますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。

作付作物は「季節野菜」となっております。 

１５番です。 

刀出の田、畑３筆□□□□□□□につきまして、刀出の□□□□□□が、□□

□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲、露地野菜」

となっております。 

１６番です。 



夢前町神種の田２筆□□□□□□□につきまして、夢前町神種の□□□□□□

が、□□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件

許可されますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地

野菜」となっております。 

１７番です。 

夢前町莇野の田□□□□につきまして、夢前町莇野の□□□□□□が、□□□

□□□から「借り受けたい」との使用貸借権設定の申請です。この件許可されま

すと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野菜」となっ

ております。 

１８番です。 

船津町の田□□□□□□につきまして、船津町の□□□□□□が、□□□□□

から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕作面

積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっております。 

１９番です。 

船津町の田２筆□□□□□□□につきまして、城北本町の□□□□□□が、□

□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲、キャベツ、じ

ゃがいも等」となっております。 

２０番です。 

飾東町八重畑の田２筆□□□□□□□につきまして、飾東町八重畑の□□□□

□が、□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可

されますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「根菜、じゃ

がいも、サツマイモ」となっております。 

２１番以降につきましては、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

が施行され農用地利用集積計画に基づく利用権設定が令和７年３月末をもって廃

止されたことに伴う、終期を迎えた利用権からの切り替え更新手続き分の案件と

なっております。現在の借人が引き続き借り受けて耕作されるものとの申請とな

っており、使用貸借権の設定が２件となっております。許可後の耕作面積に変動

はありません。 

いずれの案件も、各地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりま

せん。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございます。 

 まずは、新規農家の１番から１０番について審議したいと思います。只今の事

務局の説明について、ご意見、ご質問等はございませんか。また、報告や補足説

明等ございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですね。次に、新規農家の聞き取り調査についてですが、事務局

からの説明もありましたが地区協議会の意見では、１番と２番、４番、１０番に

ついては必要、３番と５番から９番については必要なし、との意見でしたが、こ

ちらについてなにかご意見等ありますでしょうか。また、新規農家は、営農経

験・耕作実績が認められる場合を除き、原則として聞き取り調査を実施すること

としているところですが、各地区において聞き取り調査が必要となった経緯につ

いて、報告いただけますでしょうか。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ 

 



委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ 

 

議  長 ありがとうございました。その他、聞き取り調査を省略とする意見に対して

も、なにかご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にない様ですので、それでは、総会規定に基づき、採決します。許可相当と

判断される方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手をいただきましたので、１番から１０番については許可相当といた

します。また、新規農家の聞き取り調査については、１番と２番、４番、１０番

について実施することに決定します。 

 次に、１１番以降について審議したいと思います。只今の事務局の説明につい

て、ご意見、ご質問等はございませんか。また、報告や補足説明等ございます

か。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にない様ですので、それでは、総会規定に基づき、採決します。許可相当と

判断される方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手をいただきましたので、１１番以降について許可相当と決定しま

す。 

 それでは、次に、議案第３号「農地等の権利移動にかかる買受適格証明」に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第３号（Ｐ６）を説明する。 

〔農地等の権利移動にかかる買受適格証明について〕 

 

買受適格証明についてでございますが、裁判所の競売や税務署の公売などに

参加するために必要な書類の一つであり、農地を競落した場合、その農地の所

有権取得について農地法の許可を受ける見込みのある者であることを農業委員

会が証明するものでございます。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 それでは、質疑応答、補足説明も含めまして、なにか、ございませんか。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

事 務 局 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

議  長 その他、何かご質問等ございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですので、総会規定に基づき、採決します。証明書発行について賛成

と判断される方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （１３人が挙手） 

 

議  長 ２人を除く１３人の挙手をいただきましたので、本案件決定といたします。ま

た、会長決裁による３条許可書の発行についても承認願います。 

 次に、もし落札されると３条許可をすることになるわけですが、新規農家の聞

き取り調査についてですが、事務局からの説明もありましたが地区協議会の意見

では「必要」との意見でしたが、こちらについてなにかご意見等ありますでしょ

うか。 



 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、聞き取り調査をするということでよろしいでしょう

か。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、新規農家の聞き取り調査を実施することに決

定します。 

 

委  員 聞き取り調査は３条許可後に行うのですか。 

 

事 務 局 証明書発行前の６月４日に来ていただく予定で、その旨申請者にも予定をして

もらっています。 

 

議  長 続きまして、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」及び「農地法

施行規則第２９条第１号の確認」について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第４号（Ｐ７）を説明する。 

〔農地法第４条の規定による許可申請について〕 

 

農地法第４条の規定による許可申請について、この度は、１件の申請が提出さ

れております。参考資料もあわせてご覧ください。 

都市計画区域外の夢前町寺の田□□□□につきまして、「住宅を建て、露天駐

車場、カーポートを設置したい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、集

団性のある農地等の「第１種農地」に該当すると考えておりますが、不許可の例

外である「集落に接続しており、日常生活上必要な施設等」に該当するものとし

て申請されております。「事業内容」につきましては、□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□「転用に必要な資力」

につきましては、確保されております。「周辺農業への支障のおそれ」につきま

しては、転用目的に照らして汚水の排水等は認められないことから、周辺農業へ

の支障はないものと考えております。 

北西部地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりません。本日の

審議の結果を意見として、県に送付したいと考えております。 

 

 〔農地法施行規則第２９条第１号の確認について〕 

続きまして、農地法施行規則第２９条第１号の確認について、ご説明いたし

ます。２００㎡未満の農地を農業用倉庫などの農業用施設用地に利用する場合

は、農地法第４条の規定による県知事の転用許可は不要となっていますが、こ

れに該当することの確認願として２件提出されております。 

１番です。 

調整区域の林田町大堤の田の一部□□□□につきまして、「農作業場として

利用したい」との確認申請です。現況はすでに「農作業場」となっておりま

す。 

２番です。 

都市計画区域外の夢前町宮置の田の一部□□につきまして、「農業用倉庫と

して利用したい」との確認申請です。「事業内容」につきましては、□□□□

□□□□□□□□□□となっております。 

どちらの案件も、北西部地区農政協議会におきましては、特に問題点は出て

おりません。 



以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、それでは採決します。４条につきまして許可相当とす

ることに賛同いただける方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手をいただきましたので、許可相当と決定します。 

 次に、則２９条につきましては、承認とすることでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認と致します。 

 それでは続きまして、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第５号（Ｐ８）を説明する。 

〔農地法第５条の規定による許可申請について〕 

 

農地法第５条の規定による許可申請について、この度は、４件の申請が提出さ

れております。参考資料もあわせてご覧ください。 

１番が都市計画区域外の案件である外は、いずれも調整区域の案件となってお

ります。「代替地の有無」につきましてはいずれも「他に事業目的に適した代替

地はない」となっており、「転用に必要な資力」につきましては、いずれも確保

されております。「周辺農業への支障のおそれ」につきましては、いずれも転用

目的に照らして汚水の排水等は認められないことから、周辺農業への支障はない

ものと考えております。 

それでは案件ごとに、申請の概要をご説明いたします。 

１番です。 

夢前町新庄の田□□□□□□につきまして、□□□□□□□□□□□□□が、

「譲り受けて、太陽光発電設備を設置したい」との転用の申請です。申請地の農

地区分は、住居等が連たんする区域に近接かつ農地の集団規模１０ｈａ未満の

「第２種農地」に該当すると考えております。「事業内容」につきましては、□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□となっております。 

２番です。 

山田町西山田の田の一部□□□□につきまして、□□□□□□□□が、「父か

ら使用貸借権で借り受けて、露天駐車場と庭にしたい」との転用の申請です。申

請地の農地区分は、集団性のある農地等の「第１種農地」に該当すると考えてお

りますが、不許可の例外である「集落に接続しており、日常生活上必要な施設

等」に該当するものとして申請されております。申請地は借人の自宅に隣接して

おり、「事業内容」につきましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□となっております。現況はすでに「転用済」となっており、このことにつき

まして始末書が添付されております。 

３番です。 

飾東町清住の田□□□□につきまして、□□□□□□□□□□□が、「譲り受

けて、露天駐車場にしたい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、住居等

が連たんする区域に近接かつ農地の集団規模１０ｈａ未満の「第２種農地」に該

当すると考えております。「事業内容」につきましては、□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□となっております。現況はすでに「転用済」となっ

ており、このことにつきまして経緯書が添付されております。 

４番です。 

飾東町塩崎の田□□□□につきまして、□□□□□が、「譲り受けて、露天駐

車場にしたい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、住宅等が連たんの

「第３種農地」に該当すると考えております。「事業内容」につきましては、□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□となっておりま

す。 

いずれの案件も、北西部地区及び北東部地区農政協議会におきましては、特に

問題点は出ておりません。本日の審議の結果を意見として、県に送付したいと考

えております。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

委  員 地目「牧場」も、農地法の許可が必要なのですか。 

 

事 務 局 現況は、普通の畑です。県農業会議に確認したところ、農地法の許可が必要と

の判断をいただいております。 

 

議  長 ほかに、なにかございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 それでは採決します。許可相当とすることに賛同いただける方は挙手をお願い

します。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手を確認しましたので、許可相当とします。 

 それでは、次に、議案第６号「農地等の権利移動にかかる買受適格証明」に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第６号（Ｐ９）を説明する。 

〔農地等の権利移動にかかる買受適格証明について〕 

 

説明に入ります前に資料の一部訂正をお願いいたします。表題が「報告」と

なっていますが、正しくは「議案」ですので、「議案」に修正をお願いいたし

ます。 

議案第３号と同じく買受適格証明についてでございます。裁判所の競売や税

務署の公売などに参加するために必要な書類の一つであり、農地を競落した場

合、その農地の所有権取得について農地法の許可を受ける見込みのある者であ

ることを農業委員会が証明するものでございます。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。競売対象の農地に対し、議案３号では農地としての目

的で入札し、こちらは転用の目的で入札するということですね。 

 それでは、質疑応答、補足説明も含めまして、なにか、ございませんか。 

 

委  員 なぜ入札に買受適格証明が必要なんでしょうか。落札した後に許可を取ればい

いのではないのですか。 

 

事 務 局 農地の所有権の移転については農地法により、３条の場合は農業委員会の、５

条の場合は県知事の許可が必要になりますが、農地を取得できない者が最高価買

受人になるのを未然に防ぐため、あらかじめ農地法の許可を受ける見込みのある

者であることを証明する書類として提出を求められているものです。落札したけ

れども農地法の許可をもらえませんとなると、再度競売をやり直すことになって

しまいます。 

 

委  員 入札期限が□□□□□ですので、来月も案件があるかもということですか。 

 

事 務 局 ６月の申請締切は６月１０日で、問題がなければ６月２８日に許可書を発行す

ることとなるところですが、民事訴訟法上一般的に競売参加をなしうる権利が保

障されていることに鑑み、可能な範囲で証明発行の受付期限に配慮することとし

ており、毎月１０日の締切を過ぎたものであっても、追加議案として当月の審議

に諮らせていただくこととしており、また証明書の発行についても入札に間に合

うように努めますので、ご指摘のとおり来月もご審議いただく可能性があります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長 その他、ご質問等ございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですので、総会規定に基づき、採決します。証明書発行について賛成

と判断される方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手をいただきましたので、本案件決定といたします。また、会長決裁

による５条申請の県への送致についても承認願います。 

 次に、報告事項に入ります。 



報告第１号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第１号（Ｐ１０）を説明する。 

〔農地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査について〕 

 

農地法第３条の規定による許可申請の決定に係る聞き取り調査について、４月

にご審議いただきました新規農家４件の聞き取り調査を、５月７日に実施してい

ただきました。当日は、いずれも本人が来庁され、担当委員から、本人の営農意

欲、農機具等の状況、通作距離の確認、営農計画の聴取等、営農指導をいただ

き、誓約書も提出されましたので、同日付にて許可書を交付しておりますことを

報告いたします。 

 

議  長 報告ありがとうございます。 

それでは、聞き取り調査メンバーの委員から発表をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ 

 

議  長 報告ありがとうございました。 

 なにか、ご意見ご質問等ありますか。 

 

各 委 員 

 

・・・。 

議  長 特にないようですね。 

 次に、報告第２号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第２号（Ｐ１１～Ｐ１２）を説明する。 

〔農地法第４条の規定による届出の専決について〕 

 



市街化区域内農地の４条転用案件で、この度は、４月１１日から５月８日の間

に受け付けたもの、８件につきまして、法定要件を満たしており、特に問題がな

いものとして、事務局長専決により受理書を交付しましたことをご報告いたしま

す。 

 

議  長 有り難うございます。ご意見ご質問等ありますか。 

 

各 委 員 

 

・・・。 

議  長 特にないようですので、確認といたします。 

 次に、報告第３号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第３号（Ｐ１２～Ｐ１５）を説明する。 

〔農地法第５条の規定による届出の専決について〕 

 

市街化区域内農地の５条転用案件で、こちらも、４月１１日から５月８日の

間に受け付けたもの１５件につきまして、法定要件を満たしており、特に問題

がないものとして、事務局長専決により受理書を交付しましたことをご報告い

たします。 

 

議  長 有り難うございます。何かご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですので、確認とすることでお願いします。 

 次に報告第４号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第４号（Ｐ１６～Ｐ１７）を説明する。 

〔合意による解約等の通知について〕 

 

合意による解約等の通知について、この度は、賃貸借契約の解約の通知が５

件、使用貸借契約の解約の通知が５件ございました。このうち、利用権に該当す

るものは７件です。賃貸借契約の解約に伴う離作補償につきましては、離作料金

の支払いが１件のほかは、いずれも「無償」となっております。 

以上、合意による解約等の通知につきまして、ご報告いたします。 

 

議  長 有り難うございます。なにか、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですね。確認をお願いします。 

 次に報告第５号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第５号（Ｐ１８）を説明する。 

〔転用許可（一時転用）に係る事業の完了について〕 

 

県知事の一時転用許可をうけて農地転用を行っていたものについて、転用事業

の完了及び農地復元報告が１件ありましたので、ご報告いたします。 

調整区域の太市中の田□□□□□□について、令和７年５月３１日を期限とす

る一時転用許可を受けておりました□□□□□□□□□から、転用事業完了及び

農地復元報告がありました。 

事務局において現況確認を行い、農地に復元されていることを確認しており

ます。また、本日、現地調査班による現地調査を行っていただき、現況は農地



に復元されておりますことを確認していただいております。 

以上、よろしくご確認をお願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 現地調査について、メンバーの委員から概要報告をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ 

□□□□□ 

 

議  長 報告、有り難うございます。確認をお願いします。 

 次に報告第６号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第６号（Ｐ１９）を説明する。 

〔県農業経営改善計画（認定農業者）の認定について〕 

 

説明に入ります前に資料の一部訂正をお願いいたします。１番の案件ですが、

「年間農業所得」の「５年後の目標」が□□□□□□□□□□となっています

が、正しくは□□□□□□□□□ですので、修正をお願いいたします。 

農業経営改善計画（認定農業者）の認定について、４月の会長決裁分について

報告します。 

案件は２件です。 

１番目は、認定の継続申請です。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□につきまして、農業の経営拡大及び利益率の向上など、改善に向けた取り組

みをされていることから、問題はなく、認定農業者として「おおむね適切であ

る」と農業委員会から市長へ回答していました。その結果として、令和７年４月

９日付けで継続認定したと市長から農業委員会へ通知がありましたので、ご報告

いたします。 

２番目も、認定の継続申請です。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□につきまして、農業の経営拡大及び利益率の向上など、改

善に向けた取り組みをされていることから、問題はなく、認定農業者として「適

切である」と農業委員会から市長へ回答していました。その結果として、令和７

年４月１５日付けで継続認定したと市長から農業委員会へ通知がありましたの

で、ご報告いたします。 

報告は以上です。 

 

議  長 有り難うございます。なにか、ご質問等ございませんか。 

 

委  員 １番は、現状の金額を見ますと、もう少し好調であろうかと思っていたのです

が、なにか原因があるのですか。 

 

事 務 局 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ 

 

議  長 ほかに、なにかございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 



議  長 ないようですね。確認をお願いします。 

 以上で、本日の議題は、すべて終了しました。 

全体を通して、何かございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですので、それでは、本日の会議はこれで終了します。有り難うご

ざいました。 

 

 （午後３時 終了） 
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